
試験操業の対象海域 

底びき網は、試験操業対象種以外の混獲を少なく
するため、沖合に限定した操業をしています。 

試験操業における漁業種類別漁場拡大の経過

漁法 魚種 承認月日 相双地区 いわき地区 備考
H24.6.18 ① －
H24.10.19 ①～② －
H25.2.18 ①～③ －
H25.5.24 ①～④ －
H25.8.28 ①～④ ⑤
H25.12.25 南北漁場の統合

H26.8.25
H24.7.12 ① －

H25.6.24
①、②の内ロラン

2400以北 －

H26.5.29
①～⑥の内北緯

37度18.9分以北 －

H25.3.27 A －
H26.2.25 A B

シラス H25.8.28 A B
イシカワシラウオ H26.2.25 A B
ヒラツメガニ等 H26.5.29 － B

沿岸カゴ ヒラツメガニ等 H26.5.29 － B
潜水 アワビ H26.4.25 － B
貝桁網 ホッキガイ H26.5.29 － B

流し網 マイワシ等 H26.5.29
第一原発半径
20kmを除く北緯
37度10.8分以北

－

①～⑥

沖合タコカゴ

船びき網

固定式さし網

ミズダコ等

コウナゴ

底びき網 ミズダコ等

⑦


